
1月26日は

文化財防火デー
育てよう
歴史を守る
防火の心



文化財防火デーとは？
Ｒ５.１.２６ 文化財防火デー 聖徳記念絵画館

昭和24年1月26日に、奈良県にある
法隆寺の金堂で発生した火災により、
国宝の十二面壁画が焼損し、その後立て
続けに文化財の火災が発生したことから、
昭和３０年から1月２６日を

「文化財防火デー」
と定め、文化財を火災から守る運動を
展開することとなりました。
以来、今年で７２回目を迎えます



近年の災害事例

文化財は木や紙など
可燃物で造られているものが多く、
一度火災になると大きな被害を受け
る危険性が高くなっています

2019年 文化財 場所

4月 ノートルダム大聖堂 フランス・パリ

10月 首里城 沖縄県



文化財を守るために

※もしもに備えて日ごろから
防火・防災訓練を実施しましょう

★火災を未然に防ぐためのポイント★

１.消防用設備等の適正な維持管理

２.火気の適正な取扱い

３.出火防止対策
地震発生時や工事、イベントの際は特に火の取扱いに注意しましょう
また、不特定多数の人が出入りできることから放火防止対策にも努めましょう

設備等の点検を怠らず、常時作動できるよう確認しましょう

文化財の多くが木造であることから、火災が急激に拡大する恐れがあります



令和８年１月２６日（月）
10時00分から10時30分まで

浄土宗霞関山本覚院「太宗寺」
新宿区新宿２－９－２

東京湾北部を震源地として震度６強の

地震が発生し、太宗寺本堂から火災が

発生した想定で消防演習を実施します四谷消防署

１月２６日は文化財防火デー

日
時

場
所

内

容

浄土宗霞関山太宗寺 本堂


